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動物遺棄問題から捉える「共生」

日本では度々ペットブームが巻き起こる。2020年の春、新型コロナウイルスの影響により家

で過ごす時間が増えたため、動物を家族に迎える良い機会であると話題になっているのを目

にした。動物と生活を共にすると、毎日のように新しい発見があり、心が豊かになる。しかし、

ブームの裏で起こっている深刻な問題もある。それらに焦点を当てながら、ペットとの共生に

ついて考えてみる。
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疎まれるペットたち

保護されれば幸せなのか

共生とは尊重する事

動物にも人と同じく気質の違いがあり、こちらの想定外の行動（左

記「ペットの問題行動の例」）をとる事がある。対処できないまま誰

にも相談できず抱え込むと、次第に動物と向き合えなくなっていく。

そうした場合、手間がかからない「手放す」という手段に心が揺れて

しまうだろう。

そのような経緯で野生化した動物は、やがて地域全体に危害を

及ぼす。最近では猫までもが問題視されており、糞害を始めとした

生活被害や、地域の動物を脅かす狩りなどが挙げられる。本来愛

されるべきペットが遺棄により社会に不利益をもたらし、疎まれてし

まうのは本望ではないはずだ。

遺棄は、飼い主とペットが良い関係を築けなかった結果である。目の前に起こる想定外の出来事を受け入れるに

は、「共生」という考え方が必要だ。共生とは、価値観の違うものと関わりながら、互いを尊重し合うことを意味する。

相手の立つ環境に向き合えば、物事を多角的に捉えられるようになる。そうして視野が拡がれば、相手の行動や反

応に冷静かつ柔軟に対処できる。

このような考え方はあらゆる問題解決において有効だろう。人、生物、文化、経済、自然との共生は、持続可能な社

会実現の根幹ではないか。

生活被害をもたらす動物は、自治体の保健所や民間の動物愛護

団体に引き取られる。国によって健康な動物は譲渡を推奨するが、

日本では殺処分されることも少なくない。

2012年の動物愛護法改正から安易な引取り申し出の拒否や、返

還・譲渡の推進で、引取りと殺処分は減少傾向にある。それでも

2018年には犬猫合わせて91,939頭が保護され、内42％にも及ぶ命

が失われた。当然ながら施設の人員や収容能力には限りがあり、

全ての動物を抱え続けることは現実的ではない。保護されたとして

も、次の家族に巡り合い幸せな一生を過ごせるとは限らないのだ。（環境省, 「犬・猫の引取り及び負傷動物等の収容並びに
処分の状況」を元に筆者作成, 2020年6月3日参照）

（筆者作成）

リサーチの背景

ペットの問題行動の例

犬猫の引取り数と殺処分数の推移
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補足２ ： ペットを迎える前の心構え

• ペットを迎えることに家族全員の合意があること
• そのペットの寿命まで(終生飼養)飼育する覚悟があること
• 経済的負担を考慮すること
• 必要なしつけと周囲への配慮ができること
• 引っ越しや転勤の際にも継続飼養する覚悟があること
• 飼えなくなった場合の受け皿を考えておくこと
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